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表 題 
ストックホルム条約（POPs 条約）の使用禁止物質への対応に関する

お知らせ 

発 行 2025 年 1 月発行 

適用機種 FA グッズの一部機種 

 

平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。 

FA グッズの一部機種において，残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs 条約）への対応に関して

お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 概要 

2024 年 2 月 26 日，国連事務総長から加盟国へ残留性有機汚染物質（POPs）に関するストックホルム条

約（POPs 条約）の附属書 A（廃絶）へ３物質(デクロランプラス，UV-328，メトキシクロル)が追加となる通知

が発令されました。 

条約締結国は，国連の通知から 1 年以内(2025 年 2 月 26 日)に各国の法令にて規制内容と規制開始時期

を制定することが求められております。 各国の法令で上記物質を含有した製品が規制された場合，規制開始後，

当該製品を流通・販売できなくなる可能性があります。 

 

２． 対象機種 
 

No. 品名 形名 

1 SSCNET 油圧制御ユニット(電圧 16bit) DG2AF3N 
2 DG2AF3N-P01 
3 SSCNET 変換ユニット DG2GWY13 
4 DG2GWY31 
5 リニューアル機器 変換アダプタ ERNT-CQCX218501 
6 ERNT-CQCY415 
7 ERNT-CQCY501 
8 アナログ信号変換器 FA-ATKAA8XM 
9 FA-ATB8XTB 
10 FA-ATB8YTB 
11 FA1-AT1B8X1TE 
12 FA1-AT1B8Y1TE 
13 FA1-AT1B4X1TB 
14 FA1-AT1B4Y1TB 
15 FA1-AT1B4X1TE 
16 FA1-AT1B4Y1TE 
17 MIL40P コネクタカバー FA-CAP40MIL10 
18 位置決めユニット用接続ケーブル FA-CBLA75G2D-P 
19 FA-CBLA75G2P-P 
20 FA-CBLA75M2J2-P 
21 FA-CBLA75M2J3-P 
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＜対象機種 続き＞ 

No. 品名 形名 

22 表示器用盤面取付スピーカ FA1-GT0S04W 
23 ネットワークインタフェースユニット（-01C は専用ケーブル同梱） FA3-AT1C8X 
24 FA3-AT1C8X-01C 
25 FA3-AT1C8Y 
26 FA3-AT1C8Y-01C 
27 FA3-AT1M8X 
28 FA3-AT1M8X-01C 
29 FA3-AT1M8Y 
30 FA3-AT1M8Y-01C 
31 FA3-AT1T8X 
32 FA3-AT1T8X-01C 
33 FA3-AT1T8Y 
34 FA3-AT1T8Y-01C 
35 CC-Link 端末加工ケーブル FA-CBL02CCPHP 
36 CC-Link 端末加工部品セット FA-R100SET 
37 FA-Y100SET 
38 通信ケーブル FA-CBL20R4 
39 FA-CBL30R4 
40 FA-CBL50R4 
41 FA-CBL30USB 
42 変換ケーブル FA-CBL25S5T02 
43 FA-CBL25S6P 
44 FA-CBL25S9P 
45 FA-CBL25S9S 
46 表示器(GOT)用接続ケーブル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA-LTBGT2R4CBL05 
47 FA-LTBGT2R4CBL10 
48 FA-LTBGT2R4CBL20 

 

３． 規制予定国 

EU 加盟国，シンガポール，ニュージーランド 

 

※上記は本紙発行時点の予定です。対象機種を国外に輸出される場合は，各国の当該条約の規制内容に

ついて最新情報をご確認いただき，ご対応いただくようお願いします。 

 

 

４． 対応方針 

規制対象機種の一部機種については，規制物質非含有品(規制適合品)への切り替えを進めます。適合品出

荷の目途が立ちましたら再度，テクニカルニュースにてご連絡いたします。 

 

以上 


